
道路交通法改正について（高齢者講習）

　昨今、高齢運転者による自動車運転の死傷事故が多発

しているため、高齢運転者に対して講習や検査を行うな

どの対策強化をし、事故を未然に防ぐ事を目的として道

路交通法が下記の通り改正されました。

改正高齢者講習（H29.3.12施行）

1 ．75歳以上の方は認知機能検査の結果によって、講習

時間や内容が変わります。

2 ．75歳以上の方が一定の違反行為をすると認知機能検

査と高齢者講習の対象になります。

問 合 せ

・水戸警察署交通課　☎ 233 － 0110

・水戸警察署大洗地区交番　☎ 267 － 0110

・茨城県警察運転免許センター　☎ 293 － 8811
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県民大学講座 前期講座受講生募集

■普通の人が老後まで安心して暮らすためのお金の話

開 催 日 : 6 月 3 日（土）、6 月 24 日（土）、7 月 15 日（土）

開催時間 : 14 : 30 ～ 18 : 00

開催場所 : レイクエコー　受 講 料 : 3,000円

■ガーデニング講座 ～薔薇の育て方 ～

開 催 日 : 6 月 14 日（水）、6 月 28 日（水）、

7 月 26 日（水）、8 月 23 日（水）、

9 月 13 日（水）

開催時間 : 13 : 30 ～ 15 : 30

開催場所 : レイクエコー　受 講 料 : 3,000円

■デジタルカメラ講座～コンテストで目を引く作品づくり～

開 催 日 : 8 月 30 日（水）、9 月 6 日（水）、

9 月 13 日（水）、9 月 20 日（水）、

9 月 27 日（水）

開催時間 : 10 : 00 ～ 12 : 00

開催場所 : レイクエコー　受 講 料 : 3,000円

■野菜で心も体も健康美人

開 催 日 : 6 月 1 日（木）、6 月 8 日（木）、

6 月 15 日（木）、6 月 22 日（木）、

7 月 6 日（木）

開催時間 : 13 : 30 ～ 15 : 30

開催場所 : なめがたファーマーズビレッジ

受 講  料 : 3,000円

申込方法　往復はがき（ 1 講座 1 人 1 枚）・インター

ネット・または来所にてお申込みください。

※受講対象は 16 歳以上です。

申込期間　5月9日（火）まで（当日消印有効）

※インターネットでの申込は5月9日（火）

17 : 00まで。

受講者の決定

　申込者全員に返信はがき、またはEメールで連絡いた

します。5月23日（火）までに連絡がない場合は、レイ

クエコーまでお問い合わせください。

問 合 せ

＜レイクエコー＞茨城県鹿行生涯学習センター・茨城

県女性プラザ（〒 311 － 3824　行方市宇崎 1389）

☎ 0299 － 73 － 3877

http://www.lakeecho.gakusyu.ibk.ed.jp/

道路上に張り出している樹木伐採のお願い

　沿道の樹木の枝が歩道や車道へと張り出している箇所

が見られます。このため、利用する方々より、通行に支

障があると苦情が多数寄せられております。

　張り出した枝等による事故等が生じた場合には、樹木

所有者の責任となります。道路上空へのはみ出しや立ち

枯れ木の倒木・折れ枝の落下、竹林等の繁茂による道路

への飛び出しなどが見られる樹木の所有者の皆さんは、

個人の管理・責任のもと、枝払い・伐採等の処置をとら

れますようお願いいたします。 

　また、併せて、道路上（側溝の上など）に物を置かな

いようお願いします。

問 合 せ　都市建設課 建設管理係（内線 251）

生活環境課 生活環境係（内線 245）

「介護職員初任者研修講座」の受講者募集

　ホームヘルパー 2 級に代わる、新しい介護資格。介護

福祉士取得への第 1 歩です。

研修期間　6月4日（日）～ 9月17日（日）

【通信課程＋通学（日曜日× 13 日、実習× 2 日）】

研修時間　9 : 00 ～ 17 : 00（カリキュラムにより違います）

研修会場　介護老人福祉施設グリーンハウスみと

（水戸市塩崎町 3503）☎ 240 － 5580

対 象 者　全課程を受講できる健康な方

（年齢、性別は問いません）

受 講 料　55,000円（テキスト代、実習費込）

※高校生50％学割、短大・大学生40％学割

定　　員　15名（先着順。定員になり次第締め切り）

申込日時　4月3日（月）～ 6月2日（金）9 : 00 ～ 17 : 00

申込方法　申込期間中に下記連絡先までお電話下さい。

社会福祉法人尚生会本部（担当 : 鈴木・北村）

☎ 0296 － 73 － 5562

http://www.shoseikai.com

不法投棄はやめましょう！一般家庭ゴミ・産業廃棄物の不法投棄は厳禁です。
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